


















































































































































学年・学級経営Ｑ＆Ａ

人権教育の視点を生かしたHR経営のポイント

岩手県立総合教育センター

主任研修指導主事 髙橋　正幸

１　はじめに
　平成７年９月25日に中央教育審議会教育課程企
画特別部会より出された論点整理において、小・
中学校の「どの学校でも、多様な個性や特性を有
する子供が在籍している実態が顕在化。多様性を
包摂し、一人一人の意欲を高め、可能性を開花さ
せる教育の実現が喫緊の課題」と提起されまし
た。より広範囲から生徒が集まり、教育活動を行
う高等学校においてはこの課題はより喫緊なもの
と言えます。そこで、まずホームルーム（以降
HRと記す）活動の位置付けと人権教育の目的を
確認します。高等学校におけるHR活動とは、生
徒が学校生活の多くの時間を過ごす学習や生活の
基盤となる場です。そこで育まれる教師と生徒、
生徒相互の人間関係や雰囲気は、生徒の学校生活
全体に大きな影響を与えます。一方、人権教育
は、人権尊重の精神を育むことを目的とし、民主
的な社会及び国家の形成、発展に貢献できる人間
を育成する上で不可欠な教育活動です。したがっ
て、学校生活の基盤であるHR活動に人権教育の
視点を生かすことは、生徒一人ひとりの豊かな成
長を支え、自他の人権を尊重する実践的態度を育
成するために極めて重要であり、また、今求めら
れている包摂性の実現のためにも必要です。そこ
で本稿では、文部科学省の人権教育の指導方法等
の在り方について［第三次とりまとめ］等の理念
を踏まえ、高等学校のHR活動をより充実させる
ための具体的なポイントを、実践事例にも触れな
がら紹介します。

２　人権教育の目標とホームルーム活動の親和性
　学校における人権教育の目標は、生徒がその発
達段階に応じて、「自分の大切さとともに他の人

の大切さを認めること」を単なる知的理解に留め
ることなく、具体的な態度や行動に現し、人権が
尊重される社会づくりに向けた行動につながるよ
うにすることです。これは、人権に関する「知
識」、他者と関わる「技能」、そして人権を尊重
する「価値・態度」という三つの側面を総合的に
育成することを目指すものです。
　この目標は、HR経営が目指す機能と深く結び
ついています。HRは、教師と生徒、生徒相互の
信頼関係の中で、生徒の自己肯定感を高め、協調
性や協働性を涵養する機能をもちます。生徒が安
心して自己を表現し、互いを認め支え合える「居
心地のよい」HRは、まさに生徒が「自らの大切
さや他の人の大切さが認められている」と実感で
きる場であり、人権教育の目標を具現化する土壌
となるのです。

３　人権教育の視点をいかしたHR活動の具体的
　　なポイント
⑴　安心できる「居心地のよい環境づくり」と
　　「人間関係づくり」
　人権感覚は、言葉で繰り返し説明するだけで身
に付くものではありません。生徒自身が、HRと
いう生活の場で「大切にされている」と実感でき
る状況を生み出すことが肝要です。例えば、「い
じめはよくない」という知的理解だけでは不十分
であり、実際に「いじめを許さない雰囲気」が浸
透する空間で生活することを通じて、生徒は人権
感覚を体得していきます。このような場の雰囲
気、すなわち「隠れたカリキュラム」を意識した
環境づくりが、人権教育の基盤となります。
　そのために教師には、生徒一人ひとりの発言を
肯定的に受け止め、人格を尊重し、その成長を支
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援しようとする態度で接することが求められま
す。また、生徒相互の望ましい人間関係を確立す
るためには、生徒一人ひとりの個性が発揮され、
充実感や一体感をHR全体で共有できるような場
面を意図的に設けることが大切です。このような
信頼関係に支えられた環境こそが、生徒の自尊感
情を高め、他者と積極的に関わろうとする社会性
を育む土台となります。
⑵ 「協働的・参加的・体験的」な活動の導入
　人権感覚を育むために必要な知識、価値・態
度、技能は、教師からの一方的な教授だけでは育
成が難しいので。生徒自身が主体的・能動的に学
習活動に参加し、協力する体験を経験することが
大切です。また、生徒が自分の頭で考え、心で感
じ、行動できるようになるための教師の支援が不
可欠です。
　具体的な方法としては、集団でのエクササイズ
を通して心と心のふれあい体験を図る「構成的グ
ループ・エンカウンター」や、相手を傷つけずに
自分の思いを主張する表現方法を学ぶ「アサーシ
ョン・トレーニング」などが有効です。埼玉県立
蓮田松韻高等学校では、いじめ問題をテーマに
HRで協調学習の手法を取り入れたり、「生徒会
人権宣言」を生徒主体で作成したりする参加的な
活動を実践しています。こうした活動を通して、
生徒同士が考えを伝え合う中で協調して発言でき
るようになり、安心して学校生活を送れるように
なったという効果が報告されています。
　また、滋賀県立米原高等学校では、台湾の高校
との交流学習やブラジル人学校訪問といった体験
的な学習を重視しています。こうした直接的な交
流は、生徒が異文化理解を深め、偏見を乗り越
え、多文化共生社会の実現に向けた課題を自分事
として捉える姿勢を育む上で大きな効果を上げて
います。上記二つの実践は、知的理解と体験活動
を連携させることが、人権感覚の育成に極めて有
効であることを示しています。
⑶　活動後の「振り返り」による学びの内面化
　体験的な活動を取り入れる際、その効果を最大
限に引き出し、学びを深めるために重要となるの
が活動後の「振り返り」です。体験したことで感
じたことや考えたことを出発点とし、それを学習

集団全体で発表し合い、議論し、考察し合うプロ
セスが、体験を内面化し、自己変容につながるか
らです。単に感想を記述させて終わるのではな
く、全体で共有し対話し合う時間を確保すること
が、アクティビティの真価を発揮させる鍵となり
ます。
　例えば、「性の多様性」をテーマにしたHR活
動では、エピソードを読んだ後にグループで話し
合い、最後に「全ての人が安心して生活できる社
会をつくるために私たちにできることは何か」を
考えさせる活動が想定されます。このような振り
返りを通じて、生徒は知識を獲得するだけでな
く、課題を自己の問題として受け止め（価値・態
度）、他者の気持ちに共感する感受性（技能）を
育むことができます。

４　おわりに
　高等学校における人権教育の視点を生かした
HR活動では、生徒が「自分の大切さとともに他
の人の大切さを認める」ことを実感として学ぶこ
とが、活動を実践する上で決定的な役割を担いま
す。そのためには、教師が本稿で述べたポイント
を意識し、年間計画の中で意図的・計画的に位置
付けることが求められます。そして、PDCAサイ
クルの視点をもち、実践を評価・改善していく継
続的な取組が、生徒の人権感覚を豊かに育み、一
人ひとりが輝ける真に魅力あるHRを創造するこ
とにつながります。

【引用・参考文献・ホームページ】
・文部科学省「教育課程企画特別部会　論点整理」
 （令和７年９月25日）
・広島市教育センター「学級・ホームルーム経営」
 （https://www.center.edu.city.hiroshima.jp/assets/

hce-center/gakkyukeiei.pdf）
・文部科学省「人権教育の指導方法等の在り方について

［第三次とりまとめ］」
・文部科学省「人権教育に関する特色ある実践事例」
・文部科学省「２．学校における人権教育」
 （https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/

shotou/024/report/attach/1370713.htm）
・文部科学省「外国人の人権尊重に関する実践事例」
・埼玉県「１　高等学校　ホームルーム活動指導案」
 （https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/172762/
　9koutougakou.pdf）
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教科指導Ｑ＆Ａ

中学校理科における授業づくりのポイント
－ 日常生活や社会との関連を大切にして－

岩手県立総合教育センター　

研修指導主事 稲垣　陽介

１　はじめに
　平成29年７月に告示された中学校学習指導要領
解説理科編（以下「解説理科編」）では、「理科
の内容の中には、日常生活や社会に密接な関わり
をもっているものが多い。理科で学習する規則性
や原理などが日常生活や社会で活用されているこ
とにも触れ、私たちの生活において極めて重要な
役割を果たしていることに気付かせるようにする
ことが大切である。」と示されています。生徒が
日常生活の中で抱く自然事象への疑問や興味・関
心を学習の出発点とすることで、学習内容が生活
と関連付けられた実感を伴うものとなります。

２　日常生活や社会との関連を踏まえた授業展開
　理科の内容は、社会の課題や技術の進歩と深く
関係しています。「解説理科編」では、「理科で
学習した原理や法則は日常生活や社会と深く関わ
り、科学技術の発展を支える基礎となっている。
このことを生徒が認識することが大切である。」
と示されています。特に、環境問題やエネルギ
ー、医療などの分野では、理科で学んだことが社
会的課題の理解や解決に直結します。これらの分
野では、科学的な知識が技術開発にも活用されて
おり、理科の学びが社会に果たす役割は大きいと
言えます。授業では、生徒が理科の学習内容と日
常生活や社会との関連を考える時間を設けること
で、理科を学ぶ意義や有用性の実感を高めること
につながります。

３　日常生活における自然事象に対する疑問や関
　　心から問題を見いだす
　科学的に探究する活動の充実について、「解説
理科編」では、「観察、実験などを通して自然の
事物・現象を探究する活動を充実するとともに、
問題を見いだし、情報を収集・整理し、考察する
などの活動を通して、科学的に探究する力を育成
することが重要である。」と示されています。
　そのために、教師には問いを引き出す働きかけ
を考えるなど、探究の過程において生徒を丁寧に
支援していくことが求められます。例えば、授業
の導入では、生徒が日常生活で目にしているよう
な自然事象を取り上げ、それらの共通点や差異点
に着目して比べる活動を取り入れると効果的で
す。第２学年「気象とその変化」の授業を例に取
り上げて考えてみると、夏と冬の天気図を提示
し、気圧配置や風向の違いについて考えると、
「なぜ冬は雪が多いのか」「風向はどう決まるの
か」といった疑問が形成されます。それにより、
生徒は自然事象に関心をもち、科学的に探究する
活動につなげることができます。

４　日常生活や社会との関連を意識した授業づく
　　りのポイント
　本稿では、第３学年の粒子領域「(イ)化学変化
と電池」の単元での具体的な授業場面を通して、
授業づくりのポイントを紹介します。なお、次頁
の図１は単元指導計画の一部を抜粋したもので
す。
⑴　日常生活における自然事象に対する疑問や関
　　心から問題を見いだし、科学的に探究する活
　　動（第１・２時）
　単元の導入では、身の回りの電池を調べる活動

Q   中学生が、理科を学ぶことの意義や有用
性を実感できる授業を実践するために、
どのようなことに留意すればよいでしょ
うか。
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を通して、生徒は、理科と日常生活とのつながり
を意識します。スマートフォン、懐中電灯、腕時
計、ゲーム機などに使われている電池を調べるこ
とで、「電池の仕組みはどうなっているのか？」
という疑問が自然に形成されます。身近な素材を
扱うことで、生徒は、理科の学びが日常生活と密
接に関係していると実感できます。その後、硝酸
銀水溶液に銅線を入れる実験で、銀色の結晶が析
出し、水溶液が青色に変化する様子を動画で観察
します。これにより、生徒は、視覚的に現象を捉
え、「なぜこのような変化が起こるのか？」とい
う問いをもちます。また、観察や実験を１単位時
間に行うことが難しい場合でも、動画や写真を活
用することで時間の制約を解消し、生徒の興味を
引き出し、事物・現象を探究する活動へとつなげ
ることができます。実験後に、銅と硝酸銀水溶液
の反応を「原子、イオン、電子のモデル」で説明
する活動を行います。ここで重要なのは、生徒自
身がモデルを操作しながら「銅の方がイオンにな
りやすい」という規則性に気付くことです。教師
は、モデルの提示だけでなく、生徒が自分の考え

を可視化できるよう支援します。ICTを活用して
粒子モデルを操作しながら考察を記録したり、保
存したりすることで、学習履歴が蓄積され、振り
返りにも活用することができます。スライドやデ
ジタルワークシートを使って、生徒が考えを整理
し、他者と共有することで学びが深まります。ペ
アやグループでの話合いを通して、異なる視点に
触れることも自然の事物・現象を科学的に探究す
る活動の充実につながります。
⑵　日常生活や社会とのつながりの実感（第７時）
　単元の終末では、マンガン電池の内部の変化を
基に、電池と化学変化の関連についてまとめま
す。一次電池、二次電池、燃料電池など、身の回
りの電池の種類や仕組みに触れることで、生徒
は、「理科で学んだことが日常生活や社会で活用
されていること」を実感します。まとめの場面で
は、単元の冒頭で生徒が抱いた疑問がどのように
解決されたかを振り返る時間を設けることが重要
です。その際、ワークシートやポートフォリオを
活用して、自分の学びの過程を整理することが効
果的です。電池の技術が環境問題やエネルギー問
題とどのように関係しているかを考えることで、
理科で学んだ規則性や原理が日常生活や社会とつ
ながっていることも理解できます。このような視
点をもつことで、生徒は理科を日常生活や社会に
関わる学びとして捉え、自ら進んで学習に取り組
む姿勢を育みます。

５　おわりに
　中学校理科の授業づくりでは、日常生活や社会
との関連を意識した探究的な学びの充実が求めら
れています。生徒が、自然の事物・現象に進んで
関わり、問題を見いだし科学的に探究する活動を
通して、思考力、判断力、表現力等を養うことは
重要です。今後も、生徒が理科の意義や有用性を
実感できる授業を目指しましょう。

令和４年度に岩手県立総合教育セ
ンターで行われた研究の詳細は、
右の二次元コードを読み取り、資
料をご覧ください。

【図１】第３学年粒子領域「(イ)化学変化と電池」単元
　　　 指導計画（令和４年度 岩手県立総合教育センター）
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１　技術科教育への期待の高まり
　中央教育審議会教育課程部会教育課程企画特別
部会において、次期学習指導要領では技術分野の
役割がこれまで以上に重視されることが明示され
ています。Society5.0時代において、技術を活用
して社会課題を解決できる人材育成が急務となっ
ているためです。
　このような社会的要請を受けて、技術科の先生
方には、従来の実践を基盤としながらも、指導法
の転換が求められています。長年培われてきた技
術教育の良さを活かしつつ、時代に対応した授業
改善に取り組んでいきましょう。

２　学習指導要領の要点と指導の方向性
　学習指導要領では、技術の発達を支え、技術革
新を牽引するために必要な資質・能力を育成する
視点から、指導内容が次の３点のとおり整理され
ています。

　これらを踏まえ、３年間の指導を通して育成を
目指す資質・能力を明確にし、それを実現する指
導計画を作成することが求められています。

３　授業構成の基本的な流れ
　技術分野の授業は、内容Ａ～Ｄすべてにおい
て、次の３段階で構成することが学習指導要領に
示されています。
⑴　生活や社会を支える技術
　　身の回りの技術の仕組みや役割を理解させ、

学習への関心を高める段階です。
⑵　技術による問題の解決
　　実際に技術を活用して問題解決に取り組み、

技術の見方・考え方を働かせる中心的な段階
です。

⑶　社会の発展と技術
　　技術と社会の相互作用を理解し、将来への展

望を考えさせる段階です。
　まずは、現在の授業がこの流れで適切に構成さ
れているかを確認することから始めてみてくださ
い。

４　問題解決学習の指導上のポイント
 ポイント１：段階的な指導の工夫
　問題解決の学習指導では、「問題の発見→課題
の設定→設計・計画→製作・制作・育成→成果の
評価」という手順を踏むことが重要です。これ

Q 　次期学習指導要領に向けて技術科の重
要性が高まっていますが、「技術による
問題の解決」の授業づくりについて、具
体的にはどのような点に留意して取り組
めばよいでしょうか。

中学校技術・家庭科技術分野における
授業づくりのポイント
－「技術による問題の解決」を大切にした授業づくりについて－

岩手県立総合教育センター

研修指導主事 坂倉　　大

教科指導Ｑ＆Ａ

①設計・計画を中核とした問題解決プロセスの
重視

　　従来の製作活動に加えて、問題発見から評
価・改善まで一連のプロセスを通じて「思考
力，判断力，表現力等」を育成します。

②統合的な問題解決の導入
　　第３学年では各内容の技術を統合して活用

する問題解決を行い、現実社会における技術

の複合的な機能を理解させます。
③情報技術教育の充実
　　プログラミング学習や情報セキュリティな

ど、デジタル社会に対応した内容が強化され
ています。
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は、実際に社会で行われている技術開発のプロセ
スを踏まえたものであり、学習指導要領解説で
は、この順序で学習することが望ましいとされ、
学習の順序がある程度規定されています。
　また、学年進行に応じて制約条件を段階的に緩
和していくことが効果的です。１年次では比較的
条件を限定した指導を行い、２年次、３年次と問
題解決の難易度を段階的に高めていく指導が考え
られます（図１）。

 ポイント２：「問題の発見」における工夫
　技術分野の「問題の発見」では、学習指導要領
の目標にあるとおり「技術に関わる問題」に焦点
を当てることが重要です。
　具体的には、生徒が自ら生活や社会の中から技
術の力で解決できそうな問題を見いだして課題を
設定することで、「解決したい」という意欲が高
まります。
　文部科学省のYouTubeチャンネルでは、釜石
市立甲子中学校の城内博人教諭の問題発見、課題
設定の実践事例が紹介されています。生徒が問題
を見いだして課題を設定していく流れがとても分
かりやすく説明されています。すぐに授業に取り
入れられる内容になっていますので、ご活用くだ
さい。

 ポイント３：学習評価における配慮
　問題解決学習では、特に「思考・判断・表現」
と「主体的に学習に取り組む態度」の評価が重要
となります。
　完成した作品だけでなく、試行錯誤のプロセス
や改善への取組を適切に評価することで、生徒の
学習意欲を維持・向上させることができます。失
敗を学習の機会として捉える雰囲気づくりも大切
な要素です。
 ポイント４：適切な言葉かけの工夫
　生徒の学習意欲を喚起するためには、言葉がけ
の順序に配慮することが重要です。まず生徒の取
組を認め、その上で必要な条件や助言を示すとい
う順序を心がけることで、生徒の主体性を大切に
しながら導くことができます。
　例えば、「その発想はいいね！ここを工夫する
ともっといいものになるんじゃないかな？」とい
った言葉かけが考えられます。
 ポイント５：生徒同士の学び合いの促進
　問題解決学習では、生徒同士が自然に学び合え
るような環境づくりが重要です。座席配置の工夫
や、異なるアプローチを紹介し合う機会の設定な
どにより、多様な発想を共有できる授業づくりを
心がけたいものです。

５　おわりに
　県内の技術科の先生方のネットワークを活用
し、問題解決学習に取り組んでいる実践例を参考
にしながら、各校の実情に応じた授業改善を進め
ていただければと思います。先生方のこれまでの
経験と新しい指導法を組み合わせることで、より
充実した技術科教育を実現できるものと考えてお
ります。

難易度 活用の段階 例

１ 選択 目的や条件を踏まえて、適切なもの
を選ぶ

２ 管理・運用
その効果を発揮できるよう、適切な
状態に維持する、効果が発揮できる
よう適切に用いる

３ 改良 技術の欠点を改める

４ 応用 本来の目的と異なる場合に用いる

図１　問題解決の活用の段階

【引用・参考文献】
・文部科学省：中学校学習指導要領（平成29年告示）解

説　技術・家庭編
・教育図書NEWS　中学校技術・家庭　技術分野「問題

解決」のＱ＆Ａ　
　https://www.kyoiku-tosho.co.jp/news_list/8803-2/

文部科学省チャンネル中学校［技術（プログラミング）］
【5】学校生活からの問題発見・課題設定　～計測・
制御のプログラミングの実践から～　https://www.
youtube.com/watch?v=CTJ3W2mGW1E
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特別支援Ｑ＆Ａ

「怒り」への対応を考える

岩手県立総合教育センター　

橋田　　孝

１　はじめに
   発達障がいのある子供の場合、考え方や行動に
偏りがあることがありますし、怒りを調整するこ
とに困難さを抱えることが多いと言われていま
す。自閉スペクトラム症（ASD）の場合は、他
者の気持ちの読取りの難しさが、注意欠如多動症
（ADHD）の場合は、見通しの弱さや衝動的な
反応が怒りの調整を難しくしているようです。
　多くの先生方が経験されているかもしれません
が、脳機能の障がいのため、ただ叱ったり、注意
したりすることに効果はありません。
　本稿では、怒りの表現をする子供への対応につ
いて考えてみたいと思います。

２ 「怒り」とは
　図１は、怒りが生じる過程を示したものです。
　自分のやりたいことができたときには、喜びや
楽しさの感情が出てきますが、できなかったとき
には、悲しさや悔しさなどの感情が出てきます。
これらを一次感情と呼びますが、この一次感情が
上手に処理されないときに怒りの状態となりま
す。
　この怒りの状態になると、興奮により言葉が出
てこなくなり、適切に判断することが難しくなる
と言われています。そのため衝動的な言動が生
じ、望ましくない結果になってしまいます。

　発達障がいのある子供の場合、調整の難しさか
ら発散しすぎたり関係のない相手に怒りを向けた
りすることもあります。

３ 「怒り」への対応
　本田（2023）は、怒りのタイプを大きく３タイ
プに分けており、その中で、質問者の児童は、刺
激にすぐ興奮する「赤鬼さんタイプ」（本田、
2023）に分類されます。
　このタイプは、怒りの状態になってしまった場
合、全てを出し切らないと収まりにくく、途中で
止めようと声をかけたり体に触れたりすると更に
興奮してしまいます。
　怒りに陥る前の段階で気持ちをコントロールす
るには、脳の制御機能が活性化していることが大
切ですが、そもそも制御が難しいと思われる児童
なので、その場合は、私たち大人が行う環境調整
や規則によって、児童自身が行動をコントロール
できるようにしていきます。
　ここでは、アンガーマネジメントプログラムの
５課程（本田、2023）を基に、怒りへの対応につ
いて紹介していきます。

Q  特別支援学級の担任をしています。
　 学級の中で、すぐに怒り出す児童がいま

す。そうなると、暴言が絶えず、物に当
たることもあります。

　　このような児童にどのような対応が必要
でしょうか？

主任研修指導主事

図１　怒りが生じる過程【（本田、2023）を参考に作成】
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 第１課程
　怒りの状態になった場面を教師と一緒に振り返
り、どんな刺激によってどんな行動を取ったの
か、その時の気持ちや欲求などを児童自身が理解
していきます。
　次に怒りではない方法で、適切に表現するには
どうしたら良かったかを考え、どの段階で一連の
行動を止めればよかったかを教師と一緒に考えま
す。
　この第１課程を行う際「出来事を一連の流れで
整理するシート」（本田、2023）を使うと整理し
やすくなります。
　
 第２課程
　第１課程で怒りに達する考え方を理解したら、
同じ状況でも違う視点で考えるようにしていき
ます。例えば、本を読み続けたいのに授業だか
ら本読みを中断させられて怒りを表すのであれ
ば、「本は昼休みでも、家に持ち帰ってでも読め
る」、早く給食の配膳をしたいのにたくさん並ん
でいてイライラしたら「給食はなくならないから
大丈夫」というように考え方を変えるトレーニン
グをしていきます。

 第３課程
　ある行動をする際、自分が大切にしていること
や自分らしさをワークシートに記入し、数人の子
供たちでそれらを伝え合っていきます。これによ
り、自分と他の人の考え方の違いや他の人が大切
にしていることなどを理解することができるよう
になっていきます。

 第４・５課程
　第３課程までに自分や相手が大切にしているこ
とを理解してきているので、ここでは、自分と相
手の両方にとって望ましい結果となるようなスキ
ルを学んでいきます。
　まずは、自分に合った気持ちの表現方法はどん
なものかを学び、その次に具体的な場面を想定し
て実際にロールプレイ等でトレーニングを積んで
いきます。
　この際、自分と相手、それぞれがどうなってい

ったら良いかという目標を立ててトレーニングを
行うことが大切です。

４　ストレスマネジメント
　怒りの状態にある子供に対応していると、教師
自身も冷静さを欠くことがあります。そうすると
事態が収束するどころか、言わなくてもよい一言
などにより、更に悪化することも考えられます。
　ここでは、怒りへの対応の前に教師が行うスト
レスマネジメントについて紹介します。
⑴　刺激を排除する
　目をつむる、短い時間その場を離れる等
⑵　体の緊張をほぐす
　目の周りや首、肩を回す、深呼吸等
⑶　気分転換をする
　好きな絵などを見る、簡単な体操をする等
⑷　教師自身の考え方を変える
　教師自身も「こうあるべき」という考えを子供
に押し付けず、お互いの納得解を見付けられるよ
うな柔軟な発想をもつ。

５　おわりに
　私たち教師が自分の価値観を入れることなく、
子供の話にじっくりと耳を傾け、その思いに共感
すること。それを踏まえ、困っている子供と一緒
により良い方法を探っていくことが大切だと考え
ています。
　怒りたくて怒っている子供はいないはずです。
怒りに達する前に、その悲しさや悔しさに共感す
る先生が目の前にいてくれたら、その子は怒るこ
となく、自分の考えを述べ、自分らしさを保ちな
がら安心して学校生活を送っていけるのだと思い
ます。

【引用・参考文献】
　本田　恵子（2023）「発達障害のある子のため
のアンガーマネジメント」明治図書
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編集後記編集後記

◇　「教育研究岩手」は、昭和39年７月の創刊以来、その時々の岩手の教育課題を取り上げ、広い視野か
ら論説、解説をいただくとともに、県内の優れた研究・実践の交流の場としてまいりました。

◇　「教育随想」では、県内随一の百貨店の代表取締役社長を務める傍ら、演劇を趣味とし、劇団も主宰
なさっている斎藤英樹氏から、学生時代に担任の先生からかけられた言葉がご自身の人生に与えた影
響についてご執筆いただきました。「論説」では、東京学芸大学の堀田龍也教授から次期学習指導要
領を見据えた情報活用能力育成の重要性についてお示しいただきました。「解説」では、井藤校長、
坂本校長、藤田校長、青栁校長から、それぞれの視点で、自校の実践や豊富なご経験を基に、特集テ
ーマを具現化するためのご示唆をいただきました。また「提言」では、小説家としてご活躍されてい
る阿部暁子氏から、経験に裏打ちされた言葉の力強さ、これからの時代を生きる子供に伝えたいこと
についてご執筆いただきました。

◇　令和７年２月に行われた岩手県教育研究発表会では、全体テーマを「夢の実現に向けて自ら学び行動
する岩手の子ども －指導と評価の一体化で育成する確かな学力－」として、「主体的・対話的で深い
学び」の本質とは何か、また、「個別最適な学び」と「協働的な学び」をどのように実践したらよい
かについて、文部科学省初等中等教育局　主任視学官の田村学先生にご講演いただきました。

◇　「研究・実践交流」では、言葉に着目しながら論理的思考力を育む単元構想の在り方について（小学
校）、生徒の健康課題を改善する取組について（中学校）、人間力の形成を主眼にした部活動指導の実
践について（高等学校）、健康な心と体を育む保育の実践について（幼児教育）、「主体的・対話的
で深い学び」を実現することを目指した教材開発（特別支援学校）についてご執筆いただきました。

◇　最後に、本号を刊行するにあたり、ご多用中のところ快く執筆をお引き受けいただき、玉稿を賜りま
した皆様に、衷心より感謝申し上げます。また、カメラレポートの掲載に際しまして、全面的なご協
力及び貴重な資料をご提供いただきました、山田町立山田小学校の関係者各位に、衷心より御礼を申
し上げます。
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